
 

令和６年度事業計画 

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで） 

はじめに 
 洲本市の人口の推移は、総人口は年々減少傾向にあるが、７５歳までの人口推
計値によれば２０３０年まで増加すると予測されています。 
 ２０４５年の人口は、２０２０年と比較すると１４，８００人減少し、２６，
３６９人となり、高齢者の人口割合は４７．１％となり、兵庫県３８．９％、全
国３６．８％と比べ高い割合となり、２．１人に１人が高齢者であると予測され
ます。 
 このような超高齢化社会の中で、センターでは会員の増強を図り、高齢者の多
様なニーズに応じた雇用・就業機会の確保に努め、請負・委任による就業機会の
拡大や労働者派遣事業の積極的な推進とともに高齢者の生きがいの充実、社会
参加の促進により、活力ある地域社会づくりへの貢献がますます重要となって
おります。 
 当センターでは、令和６年度における目標と取り組む具体的事業の方向性を
定め、センターの基本理念であります「自主・自立、協働・共助」を基に会員・
役職員が一丸となって事業の推進に取り組みます。 
 
 
１ 事業目標 
   令和６年度は、社会経済情勢及び前年度までの取り組み状況を踏まえ、以

下のような事業目標に基づき事業を展開します。 
 
① インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症について、引き続き感染防止 
対策の徹底を図りながら事業を実施していきます。 

 
② 会員一人ひとりの安全意識の高揚を図り、「事故ゼロ」を目指す取り組みを 
継続します。 

 
③ 人口減少が続いていることから、会員の増加は厳しく、現状の会員が働け 
る環境を整備し、就業率の向上を図ります。 

 
④ 高齢者雇用安定法の改正により、令和３年（２０２１年）４月から、事業 
主に対して「６５歳までの雇用確保（義務）」と「７０歳までの就業確保（努
力義務）」が求められることになりましたが、これに伴い、新規加入者年齢の
上昇が予想されています。また、会員の平均年齢の上昇とも相まって、身体
的な負担の少ない事務仕事を希望される会員が増加するなど、会員の求める
仕事にも変化が生じています。 
  このような会員ニーズの変化や意欲・能力に応じた多様な開拓を行うこと
で、会員の満足度の向上が図られるように、取り組みを進めていきます。 
 



⑤ 高齢化や核家族化等の影響により、移動が困難になったり、買い物や日常 
生活に支障を来すようになったりする者が増加するなど、社会は変化を続け
ています。持続的で社会に求められるシルバー人材センターであり続けるた
めに、社会・経済情勢や会員のニーズに対応できる、柔軟な組織体制の構築
や人材の育成を図っていきます。 
 
 
２ 高年齢者の就業に関する情報の収集と提供及び就業機会の開拓と提供 
  

 なお続く厳しい社会環境の下、国・県・市・兵庫県シルバー人材センタ
ー協会ほか関係団体及び民間事業所等との連携を密にしつつ、就業に関
する情報を収集し、会員に対する就業機会の開拓と提供に努めます。 

   地方自治法施行令で自治体はシルバー人材センターと随意契約を締結 
することができるとされていることが形骸化しつつあることから、法の
趣旨を再確認し、自治体に対し、受注機会の拡大を働きかけます。 

 
３ 高年齢者の就業に関する調査及び研究 
 
   研修会・交流会・視察等を通じて情報の交換・研究・調査を行い、事

業の発展充実に努めます。 
 
 
４ 高年齢者に対する就業相談の実施 
 
   実績はないが、（公社）兵庫県シルバー人材センター協会が実施する有

料職業紹介事業の実施事業所として、高年齢者の就業に適した臨時的か
つ短期的又はその他の軽易な業務に係る雇用を希望する高年齢者に、職
業紹介事業を実施します。 

 
 
５ 高年齢者に対する臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業機
会の確保及び提供 

 
   ハローワーク、自治体、団体等の連携は、就業開拓の有力な手立てと

なるので積極的に連携を進めます。 
   また、高齢者就業相談業務を推進することで就業機会の確保及び提供

を図るため、洲本市介護福祉課主催の就労支援検討会等へ出席、シルバ
ー人材センターの案内と会員募集について呼びかけます。 

    
 

６ 安全・適正就業の推進 
    
   会員の健康保持と就業中の事故や就業途上の交通事故防止に努めます。 

ついては、会報による重篤事故を含め事故「ゼロ」の啓発、熱中症、蜂
刺されをはじめ事故に対する防止対策意識の周知を図ります。また、安
全・適正就業員会による事業計画に基づき、年２回以上の安全・適正就業



パトロールを実施します。 
   適正就業については、ガイドラインに基づき、ローテーション就業や

ワークシェアリングにより法令順守による就業の提供を行い、安全運転
については、兵庫県公安委員会主催の安全運転管理者講習への参加、当
シルバー人材センター管理の車を運転する者については、道路交通法規
則の改正により義務化されたことに伴い、アルコール検知器を用いての
酒気帯び確認、また、自転車利用時のヘルメット着用が努力義務とされ
たことにより自転車を利用する会員等に呼びかけていきます。 

 
 
７ 一般労働者派遣事業（シルバー派遣事業） 
 
   （公社）兵庫県シルバー人材センター協会が実施する一般労働者派遣

事業（シルバー派遣事業）の実施事業所として、高年齢者の就業に適し
た臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務に係る雇用を希望する高年
齢者にシルバー派遣事業を実施します。 

   派遣事業については、現在実施している請負業務内容を考察のうえ、
派遣業務への変更も検討します。 

 
 

８ 会員の相互扶助等事業 
  
   会員の自主的な共働・共助の精神に基づき、福祉の向上と親睦を図る

一環として親睦会の活動を積極的にする中で、会員親睦旅行、ボランテ
ィア活動などの行事を模索し実施します。 

 
 
９ 事業推進計画の着実な推進 

    （令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで） 

       
   ア 会員数の拡大と就業開拓 
   イ 就業率の向上 
   ウ 契約件数、契約金額の増 
   エ 安全・適正就業の徹底 
 
 
１０ 公益社団法人としての事業の実施 
 
    定時総会、理事会、監事監査、その他各種会議を行い、また、会計 

処理の適正化を図るために公認会計士により関係書類等の適切な確認 
を受けます。 
 
 

１１ 事務所移転について 
    
    現在の事務所は、経年劣化等により著しく痛んでおり、現在の耐震 



基準も満たしていないことから、平成２９年度には屋根等の修繕、ま 
た、令和５年度には懸念していた県道側の屋根でありますが、突風に 
より剥落し、応急処置を施し、急場を凌いでいる状況であります。 
 さらには、近年の異常気象による大雨で、事務所前の市道冠水も頻 
繁に起こり、事務所への出入りにも苦慮しているところでもあります。 
 また、近い将来、発生するであろうと予想されている東南海地震に 
も備えるため事務所移転は喫緊の課題と捉えております。 
 センターが、会員、地域の高齢者にとって魅力ある存在になるため 
にも高齢者の就業上の拠点機能を持つ必要があります。 
 このことからも引き続き、市当局への要望も続けてまいります。 
 

 
１２ その他 
   

   インボイス制度が始まり、配分金に含まれる消費税の税額控除が出
来なくなり、新たな負担がセンターに発生し、シルバー人材センター
も対応に苦慮しています。 

    さらに、フリーランス保護新法が施行されると、会員に対し配分金
金額や仕事の内容、完成の時期等を明示した契約内容を書面や電子デ
ーターでの交付が義務化され、発注者・会員・センターの果たすべき
役割や責務の明確化が求められ、契約方法の見直しが必要となります。 

    このようにセンターを取り巻く環境が大きく変わろうとしているな
か、役職員及び会員が一丸となり、国、県の進める施策に注視し、ま
た、他のシルバー人材センターの動向も注視しながら配分金の引き上
げ、事務費の引き上げ等を検討しながら、財政の健全化、会員の増強、
就業開拓等の取り組みを進め事業運営に取り組みます。 

 
 


